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～定住促進空き家活用家賃助成金とは～ 

高崎市では、人口が減少している倉渕、榛名、吉井地域に立地する空き家を居住するこ

とを目的に借りる場合、その家賃の一部を予算の範囲内で助成します。 

  
  

助成を受けら

れる空き家等 

※右記要件を
すべて満たす
こと 

 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に存し、住居として利用されていた

建築物であること 

 １年以上居住その他の使用がなされていないことを確認できる空き

家等であること 

助成を受けら

れる人 
 空き家を借りる人（入居予定者） 

助成を受けら

れる主な要件 

※右記要件を
すべて満たす
こと 

 申請者及び同居する予定の者に市税の滞納がないこと 

 過去に本助成事業の助成金の交付を受けていないこと 

 ３月末までに市に実績報告書を提出できること 

助成金額 

 月額家賃額に２分の１を乗じて得た額、上限額は月額２万円 
※月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含みません 

※交付決定日の翌月分から本年度３月分までが対象になります  

※決定日が１日の場合は当月分から対象になります 

制度 7．定住促進空き家活用家賃助成金 

令和 6 年度 高崎市空き家緊急総合対策事業 制度内容 

 

＜助成制度の手続きの流れ＞ 

※要件の詳細や受付状況に関しては、建築住宅課までお問い合わせください。 
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注意事項 
 

（対象となる空き家等について） 

 当該空き家の所在地及び最終居住者が使用していた住所地に、申請時点から過去

1 年以内に住民票が置かれていないものが対象となります。（同一敷地内に複数の

居住用家屋が所在する場合など、住民票の情報等で空き家化の経緯が確認できな

い場合は、空き家化の経緯報告書の内容を証明する書類として、病院や施設等の

入居証明書もしくはガス・電気・水道の廃止が確認できるものが必要です） 

 居住者が退去後、物置又は倉庫等として利用していた場合、対象となりません 

 過去に本助成事業の助成金の交付を受けた空き家の同一敷地内にある空き家につ

いては交付を受けることはできません（その所有者が異なる場合も、同様に本助

成金の交付を受けることができません） 

 アパートの一室（共同住宅及びシェアハウス等）は対象になりません 

（申請者について） 

 「申請者」、「見積書の宛て名」、「領収書の宛て名」、「助成金振込み先の口座」は

すべて同一人物の名義である必要があります 

 「居住目的で空き家を賃借する予定の者」が空き家の所有者の親族の場合、対象

となりません 

 過去に別の空き家で本事業の助成金を利用している場合、対象となりません 

（その他） 

 月額家賃額には、管理費や駐車場費等は含まず、住宅について事業主が従業員に

対して支給又は負担するすべての手当等及び公的制度による家賃補助やその他の

家賃補助制度等を控除した金額が助成の対象額となります 

 現地調査の際に職員が敷地内に立ち入る場合があります 

 居住開始後、速やかに空き家に住民票を異動させてください 

 原則、決定日以降に賃貸借契約を行ってください 

 

高 崎 市 



○申し込み時に必要な書類 

  書類名 条件等 

申請者全員

必要な書類 
□ 申請書 ※様式あり  

□ 空き家等の写真  

□ 
予定している家賃額が確認で

きる書類 
 

□ 
空き家化の経緯報告書 

※様式あり 
 

□ 
入居予定者一覧表 

※様式あり 
 

該当する場

合のみ必要

な書類 

□ 
空き家化の経緯報告書の内容

を証明する書類 

住民票等から空き家であったことを確認する

ことが出来ない場合(施設等の入所日がわか

るものなど) 

□ 委任状 申請手続きを代理人が行う場合 

 

 

○本年度分の家賃支払いが終わったら必要な書類 

  書類名 条件等 

申請者全員

必要な書類 
□ 実績報告書 ※様式あり 交付決定通知書と同時に申請者へ送付します 

□ 
家賃の支払いが確認できるも

の 
 

□ 賃貸借契約書の写し  

□ 居住者の住民票の写し  

□ 請求書 ※様式あり 交付決定通知書と同時に申請者へ送付します 

□ 通帳の写し 申請者名義の通帳 

 

○お願い 

 必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください 
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～ 制度 7．定住促進空き家活用家賃助成金 手続きの流れ ～ 

 

 
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜家賃支払後＞ 

書類の審査 
（必要に応じて空き家の現地調査） 

実績報告書類の提出 

書類の審査 

助成金の支払い 

審査結果のお知らせ 
（助成金交付決定通知書を送付） 

 

空き家を借りる人 高崎市 

＜申し込み時＞ 

申し込みに必要な書類の提出 

お問合せ先、受付窓口  

〒370-8501 群馬県高崎市高松町 35番地 1 建築住宅課（9F） 

電話：027-321-1314 FAX：027-328-8990 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kenchiku-juutaku@city.takasaki.gunma.jp 

業務時間 平日 AM8時 30分～PM5時 15分 

※行政書士が代理で申請することも可能ですのでご相談ください 

 行政書士高崎事業協同組合 

電話：080-8090-0222（空き家対策専用電話） 

   

賃貸借契約の締結 
（助成金交付決定通知後に契約締結） 

※審査に２週間程度要します 

（要件を満たしていることが前提） 

入居・住民票の異動 

※実績報告書提出から助成金支払いまで 

３週間程度要します 

（書類に不備がないことが前提） 

※３月末までに提出 

高 崎 市 
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